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富士市附属機関設置条例（抜粋） 

平成30年３月30日 

富士市条例第７号 

第１条～第３条 省略 

（組織） 

第４条 附属機関は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それ

ぞれこれらの表の委員の定数の欄に掲げる人数の委員をもって組織する。  

２ 委員は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれ

らの表の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、市長及び教育委員会が委嘱し、又は任命する。  

第５条 省略 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市長又は教

育委員会が別に定める。 

附 則 １～５ 省略 

別表第１ 省略 

別表第２（第２条―第５条関係） 

附属機関 所掌事項 委員の定数 委員の構成 委員の任期 

表途中省略     

富士市立小中

学校再編計画

等策定委員会 

⑴ 市立小中学校の適正な

規模及び配置に係る基本

方針の策定及び変更に関

する事項について審議す

ること。 

⑵ 市立小中学校の再編に

係る計画の策定及び変更

に関する事項について審

議すること。 

１０人以内 ⑴ 保護者 

⑵ 公共的団体の代

表者等 

⑶ 公募による市民 

⑷ 学識経験者 

⑸ 学校教育関係者 

⑹ その他教育委員

会が必要と認める

者 

委嘱され、又は任命

された日から諮問事

項に係る審議が終了

する日まで 

表以下省略     

  

資料１ 
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富士市立小中学校再編計画等策定委員会規則 

（ 

令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 

教育委員会規則第３号 
） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富士市附属機関設置条例（平成３０年富士市条例第７号）第６条の規定に基

づき、富士市立小中学校再編計画等策定委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（委員長） 

第２条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(令和７年１２月１日教委規則第５号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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富士市立小中学校再編計画等策定委員会委員名簿 

 

任期 自  令和８年２月６日 

 至 令和 10 年３月 31 日 

NO 氏  名 役職等 

１ 橋本 仁
ハシモト   ヒトシ

 富士市ＰＴＡ連絡協議会 

２ 濱
ハマ

嶋
ジマ

 祐樹
ユウキ

 富士市ＰＴＡ連絡協議会 

３ 中山
ナカヤマ

 聡一郎
ソウイチロウ

 未就学児保護者の代表 

４ 中山
ナカヤマ

 早由里
 サ ユ リ

 公募による市民 

５ 本多
ホンダ

 佐和子
 サ ワ コ

 公募による市民 

６ 武井
タ ケ イ

 敦史
ア ツ シ

 学識経験者 

７ 齋藤 清隆
サイトウ  キヨタカ

 富士市まちづくり協議会連合会会長 

８ 千葉
チ バ

 辰夫
タ ツ オ

 富士市町内会連合会会長 

９ 齋藤 文徳
サイトウ  フミノリ

 富士市校長会 

10 山本 真人
ヤマモト  マサヒト

 富士市校長会 



 

適正規模・適正配置基本方針の改定について 

 

○適正規模・適正配置基本方針に記載のある各種データの更新・追加（資料３） 

 

○義務教育学校の適正規模の追記 （下限各学年２クラス×９学年・・・計１８クラス） 

2016 年に文部科学省主導で新設された学校教育制度で生まれた学校。 

校舎が同じかどうかや、独自のカリキュラム設定ができるかといった点は、義務教育学校と小
中一貫校で制度上の違いはない。義務教育学校も小中一貫校も、「義務教育の 9年間を一貫した
目線でとらえ、小中の先生方が連携して子どもたちを育てましょう」という目的は同じであ
る。 

小中一貫校は、あくまで小学校 6年間、中学校 3年間と区分が決まっていて、小中それぞれ
に校長が置かれ、組織上も別々である。 

事例として、学年区分に合わせて立地が別々の二つの校舎を使う義務教育学校や、9年間を見
越した独自のカリキュラムを設定している小中一貫校もある。 

 

学校教育法 

第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

 

○適正配置の考え方 

・原則として、中学校区を基本として施設一体型小中一貫校又は義務教育学校とすることを推
進する。 

・再編に当たっては現行の距離・通学時間を超えてしまうことが想定される。この場合の対応
をどのようにするか検討する必要がある。 

資料２ 



資料３－１
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